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令和元年度第２回埼玉県東部地域保健医療・地域医療構想協議会 議事概要 

 
１ 日時及び会場 

  令和元年１１月６日（水） 午後２時００分から午後３時２０分 

  春日部地方庁舎 ３階大会議室 

 

２ 出席者 

 ・協議会委員（別紙名簿のとおり） 

  委員総数２８人   出席２２人（代理３名含む）  欠席 ６人 

 ・オブザーバー 

  管内市職員 

 ・事務局 

  保健医療政策課、医療整備課、医療人材課、春日部保健所、草加保健所、 

  越谷市、越谷市保健所職員 

 ・説明者 

  第６次地域保健医療計画に基づく病院整備状況：１医療機関 

 ・傍聴者 

  １４人 

    

３ 議事 

（１）第７次埼玉県地域保健医療計画の一部変更について 

    資料１－１～１－３に基づき、保健医療政策課から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・これは「開業規制がある」と言ったほうがいいのではないかと思う。そうでなければ意味 

   がない。 

    →憲法で営業の自由が保障されているので、国の方でも色々と議論があったが、国の方針 

    としてもあくまで規制はしないということ。規制はしないが、医師多数地域に新規開業す 

    るなら、せめて不足する機能を担ってもうらうようにお願いするという形になった。 

   ・例えば「在宅医療」と言ったときに、地域包括ケアシステムが機能しているかどうかも加 

   味されているのか。非常に偏った考え方をしていると思う。春日部市では、確かに在宅医療 

   を担う医師は少ないが、多職種連携に力を入れていて多職種連携協議会をやると３５０人く 

   らい集まる。それなのに、在宅医療を担う医師が少ないからアンケート集計では「不足感が 

   強い」となってしまう。 

   ・秩父圏域は医師多数区域の例外にするなど基準がよくわからない。足らなくても医師が増 

   えているところは３分の１の例外にしてもいいのですか。 

    →一般的に例外は望ましくはないと思っている。秩父圏域は政策的に医師を投入するなど、 

    実態が国の想定する医師多数区域とあまりにかけ離れているので県の方針として例外とし 

    た。 

   ・医師会員は地域貢献のために学校医や初期救急などあらゆる義務を果たしている。今は、 

   非医師会員が増えていて、義務を果たさない医師が増えている。「地域貢献」というのを教育 

   に入れなければそんなものは無理だ。住民受けする言葉だけでは成り立たない。 

   ・医療機器の配置や救急体制、紹介のあり方など、「こういうシステムではどうか」という提 
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   言もないのに、この場で協議しろというのは無理だ。今は答えなくていいが、今後検討して 

   ほしい。 

   ・病床稼働率など医療需要の実態をきちんと把握しながら議論してほしい。2023年に必要な 

   常勤医師数が満たされるという前提で話をしてはいけない。実際に医師がいるかどうか、施 

   設なら嘱託医がいるかどうか、現場の状況を確認しながら計画を進めていかないと絵に描い 

   た餅になってしまう。 

   ・今は二次医療圏単位で議論されているが、その中でも将来の人口が増加するところもあれ 

   ば減少するところもあり、人口動態が全然違う市町村があるのだから、二次医療圏よりもっ 

   と細かい単位で考えてほしい。 

   

（２）第７次地域保健医療計画に基づく病床整備について 

    資料２－１～２－４に基づき、医療整備課から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・特になし。 

 

（３）医療・介護連携に関する意見交換会の開催状況について 

    資料３に基づき、越谷市保健所から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・すばらしい取り組みだ。既存の病床も含めて、医療だけでなく介護も含めて顔の見える関 

   係作りが非常に重要だ。 

   ・地域医療構想では慢性期病床が不足することになっているが、病床数には介護施設のデー 

   タは入っていない。 

   ・退院調整やどこで看取るか、施設入所者の体調が悪くなったらどこを受診するかなど、具 

   体的な連携ができればよい。 

   ・春日部の多職種連携会議にはそういう人たちはすべて入っている。春日部の１３病院の 

   看護部長会も私が立ち上げて会議を重ねているので、二次救急や施設と病院間での出し入れ 

   などよくなってきていると自負している。こういう取組がどんどん広がればよいと思う。や 

   はり、顔の見える関係作りが重要だ。 

 

（４）公的・公立医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

    資料４－１、４－２に基づき、保健医療政策課から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・公・民問わずこの協議会で議論を進めていくのがよい。 

   ・公立・公的医療機関は、へき地医療や先端・高度医療など、民間で担うことができないこ 

   とに重点的に取り組むべきだ。 

   ・議論をすすめる上で、周りの民間医療機関がどのようなことをやりたいのかプレゼンテー 

   ションをしていただくなどして、民間医療機関の状況を踏まえて適切に役割分担していけれ 

   ばよい。    

 

（５）第７次地域保健医療計画における圏域別取組状況について 

    資料５に基づき、春日部保健所から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・特になし。 
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（６）その他 

   〇第６次計画公募で未開設の医療機関から説明 

    順天堂越谷病院から説明と意見交換を行った。 

  【主な意見等】 

   ・特になし。 


